念　　　　　書

富士川町水道事業管理者

富士川町長　　　　　　　様
　この度、富士川町　 　　　　　　　　　　　番地に給水装置工事の申込みをいたし
ましたが、量水器は１３㎜であるのに対し、給水栓の数が規定より多くなってしまいま
した。
同時使用を考えた場合、当然水量不足が予想されますが、このための水量不足に関し
ては、富士川町水道事業管理者に対しまして一切ご迷惑をおかけいたしません。

後日のために、この念書を添えて申し込みます。　
令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　
念　　　　　書

富士川町水道事業管理者

富士川町長　　　　　　　様　

　この度、富士川町　 　　　　　　　　　　番地の給水装置を１３ｍｍから２０ｍｍ
へ口径変更する工事の申込みをいたしましたが、量水器は２０ｍｍであるのに対し、給
水栓の数が規定より多くなってしまいました。

同時使用を考えた場合、当然水量不足が予想されますが、このための水量不足に関し
ては、富士川町水道事業管理者に対しまして一切ご迷惑をおかけいたしません。

後日のために、この念書を添えて申し込みます。　

令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　
念　　　　　書

富士川町水道事業管理者

富士川町長　　　　　　様　

　この度、南巨摩郡富士川町　　　　　　　　　　　番地に給水装置工事の申し込みを
行うにあたり、　　　　　　　　様所有の給水管（　　ｍｍ）より分岐し　　　ｍｍの
量水器を新設したいと思います。

同時使用を考えた場合、工事竣工後に当然水量不足及び水圧不足が予想されますが、

供給水量不足及び水圧不足等が生じた場合は、当方にて費用を負担し、富士川町上下水

道課の指示通りの量水器（分水）口径変更工事を行い、このための水量不足及び水圧不
足に関しては、富士川町水道事業管理者に対しまして、一切ご迷惑をおかけいたしませ
ん。

後日のために、この念書を添えて申し込みます。　

令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　
念　　　　　書

富士川町水道事業管理者

富士川町長　　　　　　　様
　この度、　　　　　　様が、南巨摩郡富士川町　　　　　　　　　　　番地に住宅を
新築することになり、給水装置工事の申し込みを行うにあたり、私　　　　　　　所有
の給水管（　　ｍｍ）より分岐し、　　　ｍｍの量水器を新設することを承諾します。

また、同時使用を考えた場合、工事竣工後に当然水量不足及び水圧不足が予想されま

すが、供給水量不足及び水圧不足等が生じた場合は、当方にて費用を負担し、富士川町

上下水道課の指示通りの量水器（分水）口径変更工事を行い、この為の水量不足及び水

圧不足に関しては、富士川町水道事業管理者に対しまして、一切ご迷惑をおかけ致しま

せん。

令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　
富　士　川　町上下水道利用加入についての念書
1. アパート名
2. 工事場所
　　　　　　　　　　　富士川町　　　　　　   　　　　　　番地

3. 加入戸数
　上記の場所に給水装置申込及び認可申請書を提出するに当り、下記加入条件に対し加入申込者である私が全責任を負うことを確約しここに署名捺印をします。

　　　令和　　　年　　　月　　　日

加入申込者  住　所                     

氏　名　　  　　　　　　　　 　　㊞
富 士 川 町 長　　　　　　　様
加入の条件

1.　入居者の上下水道使用料金滞納の場合の即時納付

2.　上下水道利用者の転出、転入の変更の届出

3.　給水装置の土地、建物についてこれを第三者に売却若しくは、貸与し又は、抵当権その他担保の目的があった場合は（直接給水装置に関係がでてくるので）事前に町と協議し町に損害を与えない。
